
裏面もご覧ください  

補助金や助成金など、お気軽に

商工会へご相談ください。 

TEL：042-471-7577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業 小規模事業者の販路拡大 

補助上限 50 万円 

補助率（2／3） 

主な助成対象

経費 

・機械装置等、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資材 

 購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費、委託費、 

 外注費 

申請受付締切 ・第６回受付締切：２０２１年１０月 １日（金） 

・第７回受付締切：２０２２年 ２月 ４日（金） 

申請先 「商工会」又は「商工会議所」 

対象事業者 １）雇用保険に加盟しており、新型コロナウイルス感染症の影

響により売上が前年同月比で５％以上減少している 

２）雇用保険適用事業所が労働者に対しての休業手当の取り決

め（６０％～９０％程度）行っている場合に対して、国がその支

払いを助成する 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業 ４／５（１０/１０）  

※（）内の割合は、解雇を行わなかった場合の助成率となります。  

対象者 雇用保険被保険者、被保険者でないパート・アルバイトも対象 

助成上限金額 １日当たり１５，０００円 

受給期間 ２０２１年６月３０日（水） 

申請先 事業所の所在地を管轄する労働局またはハローワーク。 

雇用調整助成金等オンラインシステム（https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/） 

給

付

額 

中小企業等⇒上限２０万円／月  個人事業主⇒上限１０万円／月 
 

※給付額…２０１９年または２０２０年の基準月の売上－２０２１年の 

対象月の売上 

※１）基準月…２０１９年又は２０２０年における対象月と同じ月 

※２）対象月…緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月

のうち対象措置を受け、２０１９年または２０２０年の同月比で、売上

が５０％以上減少した２０２１年の月 

給

付

対

象 

①と②を満たせば、業種／地域を問わず給付対象となり得ます。 
 

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営 

 業又は外出自粛等の影響を受けていること 

②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の 

 影響を受けて月間売上が２０１９年または２０２０年の同じ月と比べ 

 て５０％以上減少していること 

申

請

期

間 

 

４月分／５月分：２０２１年６月１６日（水）～８月１５日（日） 

６月分    ：２０２１年７月 １日（木）～８月３１日（火） 

申

請

先 

 

月次支援金（https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html） 

WEB ページにて申請 

◇小規模事業者持続化補助金<一般型> ◇月次支援金 

中小企業・小規模事業者向け補助金・助成金

 

 

◇雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▼補助金・助成金の一例はこちらです・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



 

 

 

 
 

【A】単独申請コース 

 

【Ｂ】グループ申請コース 

 

【C】飲食団体申請コースについて 

 

【D】コロナ対策リーダー配置飲食店等の申請コース 

主な助成対象経費 ・備品購入費 

※感染予防対策に係る経費の一部 

※1 点あたりの単価が税抜 10 万円

以上のもの 

・内装・設備工事費 

・消耗品の購入費 

※１）1 点あたりの単価が税抜 10 万円未満のもの  

※２）新型コロナウイルス感染症対策

に取り組むのに直接関係するもの 

・指定された消耗品の共同購入費 

※CO２濃度測定器、アクリル板、消毒液、

ビニールシート、体温計の購入費 

（注）1 点あたりの購入単価が税別 10 万円

未満のもの 

・ＣＯ２濃度測定器の購入費 

・アクリル板及びそれに類するのの購入費  

・消毒液及びそれに類するものの購入費  

主な申請対象者 

（東京都内のみ） 

・中小企業者 

・一般財団法人・一般社団法人 

・特定非営利活動法人（NPO 法

人）等 

・３者以上の中小企業者等で構成

されるグループ（共同申請） 

・中小企業団体等 

・法人格を有する団体等 

（都内の飲食店営業許可書を有する事

業者が会員に含まれている団体に限る） 

・コロナ対策リーダーを配置した都

内店舗を運営する以下の中小事業者

等 

助成限度額 

（東京都内のみ） 

・備品購入費のみ：50 万円 

・内装・設備工事費を含む：100 万円  

・内装・設備工事のうち、換気設

備の設置を含む：200 万円 

 

30 万円 

※１）グループ構成企業数に関わ

らず、助成限度額は 30 万円 

店舗数×10 万円 １店舗当たり３万円 

申請店舗が異なれば、1 事業者当た

り複数回の申請をすることは可能 

同一店舗への助成は１回限り 

申請受付期間 令和 3 年１０月 3１日（日）【当日消印有効】 

助成対象期間 令和 3 年 1 月 4 日（月）～令和 3 年１２月３１日（金） 令和 3 年 3 月 22 日（月）～令和 3 年１２月 31 日（金） 令和３年４月１日（木）～令和３年１０月３１日（日） 

申請先 東京都中小企業振興公社 

補助対象者 中小企業・小規模事業者 

対象事業 新型コロナウイルスの影響を受け、以下の事業などＩＴツールとその活用に不可欠なハードウェア（レンタル品）の導入が対象 

１）サプライチェーンの毀損への対応 ２）非対面型ビジネスモデルへの転換 ３）テレワーク環境の整備 

補助率 対象経費に対して２／３ 

対象経費 ソフトウェア購入費用及び導入に必要不可欠なハードウェア（PC・タブレット等）のレンタル費用等 

申込締切 7 月 30 日（金）17：00（予定） 

申請方法 IT 導入補助金 2021（https://www.it-hojo.jp/procedure/）申請マイページより  

◇中小企業等による感染症対策助成事業 

◇IT導入補助金（低感染リスク型ビジネス枠） 

 


